
見附市教育委員会告示第８号 

見附市放課後児童健全育成事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定

める。 

令和８年３月２４日 

                見附市教育委員会教育長  渡邊 茂夫  

見附市放課後児童健全育成事業実施要綱の一部を改正する要綱 

見附市放課後児童健全育成事業実施要綱（平成２８年見附市教育委員会告示第

７号）の一部を次のように改正する。 

別表に次のように加える。 

こども基地 みどりＢＡＳＥ 見附市学校町１丁目１１番５７号 

 

  



別記様式第１号を次のように改める。 

 



 
  



別記様式第３号中「氏名      ㊞」を「氏名      」に、 

「 

クラブ名               クラブ 

」を「 

クラブ名                

」に改める。 

別記様式第４号中「氏名      ㊞」を「氏名      」に、 

「※ 児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費受給者証の写しを添付してください。」

を 

「※ 児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費受給者証の写しを添付してください。 

 ※ 軽減分の利用料を受取る口座（申請者名義の口座に限る）の通帳見開き１ページ（口座番号 

   と名義が記載されている部分）の写しを添付してください。」 

に改める。 

別記様式第５号中「見附市長      印」を「見附市長      」に

改める。 

別記様式第６号中「氏名      ㊞」を「氏名      」に改める。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


